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立　岩　真　也

（東洋経済新報社，2011年）

『障害を問い直す』

いうよりそれ以前に――もうなくなっている。他の科
研費と異なり，著名な研究者の推薦によって採択され
る（この制度の廃止にあたっては，この推薦という仕
組みの妥当性が問題にされたとも聞く）。READの推
薦者は青木昌彦で，申し分なく著名な研究者である。
もう終わったので記してよいと思うが，「いちおう」「外
部」の人の評価を得ることになっていたようで，私に
その役がまわってきた。前記したように研究の組織化
には意義があり，（ごく素朴な意味での）経済も（あ
るいはそれこそが）大切だと思っていたので，期待し
ていると記した。代表は『慣習と規範の経済学――ゲー
ム理論からのメッセージ』（2002，東洋経済新報社）
等で知られる松井彰彦。誰もが知るように，ゲーム理
論を専門とし，その第一人者である。このプロジェク
トは松井の所属する東京大学大学院経済学研究科に置
かれ，上記した障害学会の立ち上げにも関わり最初の
事務局長でもあった長瀬修が特任准教授というかたち
で入った。さらに本書の編者の一人である川島聡や著
者の臼井久実子・瀬山紀子らが研究員というかたちで
加わり，そして経済学研究科の大学院生他も関係した，
のだと思う。（ちみなに松井と長瀬は東京大学の障害
者雇用・支援の仕事で知り合った。長瀬は，本書終章
「盲ろう者と障害学」を担当している福島智のところ
でやはり特任准教授をしていて，松井はその時副学長
で，障害者雇用・支援の担当ということで知り合った
のだという。）さらにちなみに，長瀬は，今年度から
評者が関係する「生存学研究センター」――COEと
同時に立ち上げまたCOEの後継研究機関でもある学
内の研究組織――の（ほとんど経済的にはなんの見返
りもない）特別招聘教授を務めてもらっている人でも
ある。
　そうしてREADの5年間が終わった（その期間中，
私も同僚の後藤玲子も研究会に呼んでいただいて話し

　障害（者）と経済（学）について調べたり書いたり，
それを刊行することはとても大切だと思う。思ってき
たし，思っている。しかし私だったらこの本は出さな
いと思う。
　と書いてしまったのではあるが，その前になぜそう
いう研究がいるのに，（あまり）なされてこなかったか。
いくつか理由があるが，素朴に障害者と経済（所得・
労働…）についての調査・研究があまり行なわれてこ
なかったこと，「障害学」の本や雑誌――障害学会と
いう雑誌があって『障害学研究』という雑誌がある（明
石書店刊）――にそういう論文があまり（というかほ
とんど）載らない理由――の一つには，なんとなく（を
説明することはできると思うが，略す）「そり」が合
わないところもあるからだが――の一つは単純だ。調
べるにはいくらか手間がかかり，いくらか人がいるし，
お金もいる。だが，障害学の学部や学科などというも
のはないから，研究者には個人営業のような人が多く
て，自分の身体を動かして調べられる範囲で，聞き取
りをしたり，資料にあたったりして調べるといった仕
事をしている人が多い。もちろん，調査・実証研究は
経済学の一部ではあり，他にも使いようはいろいろと
ある。また経済学に限らず手間のかかる研究も不足し
ている。必要性を認識していないわけではないと思う
が，なかなかそんな研究ができない。そういう場合に
組織や一定のまとまった資金が役立つことがある。こ
の本は，文部科学省の科学研究費の学術創生部門に当
たって発足した研究プロジェクト「総合社会科学とし
ての社会・経済における障害の研究」（略称：ＲＥＡＤ）
がもとになっている。それで何ができたのか。
　それは2007年度から2012年度，5年間のプロジェク
トだった。じつはこの「学術創生部門」は――評者が
同時期に関わっていたCOEと同じく（「こちらは事業
仕分け」で仕分けられ，制度自体がなくなった），と
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たことがあるし，いくらか様子を聞いたこともある）。
本書は「そのとあえずの成果」（p.v）である。
　前述のように，私は期待していると書類に書いたが，
いくつか，けっこう難しいだろうなという予感もあっ
た。その所以はやはり説明しないが，もしこれが成果
であるなら，いくらかそれは当たったように思える。
　以下では，いま記した，もうベテランということに
なる，編者たち（川島はそんな年ではないけれども）
や福島の書いた章（福島のは講演の記録だが）――そ
れぞれに有益ではある――ではなく，（たぶん）「若手」
の，このプロジェクトから生産されたはずである章に
ついて。
　単純といえば単純な枠組み・筋ではあるが，しかし，
まず第2章「障害女性の貧困から見えるもの」（臼井久
実子・瀬山紀子）は押さえて知らせるべきことを知ら
せている。調査自体は「国立社会保障・人口問題研究
所に基盤をおくチーム」（p.58）による調査他をもと
にしたものであり，そして，つまりは，障害のある同
時にある女性である人たちはとくに経済的に厳しいこ
とを示している。それだけと言えばそれだけであり，
とくに意表をつくことが言われているわけではない。
ただ，その度合いが甚だしいことが具体的に示されて
いる。こういう仕事はそれとしてきちんとしておかね
ばならないし，なされてよかったと思う。
　第1章「顔の異形（いけい）は「障害」である――
障害差別禁止法の制定に向けて」（西倉実季）の主張
は明快である。障害差別禁止法における障害に「異形」
を含めるべきであると主張している。そして予想され
る三つの反論に再反論している。それはほぼ妥当なも
のだと思う。例えば，その一つめは，「パイの奪い合い」
になるという懸念に対して差別禁止を求めているので
あり給付を求めているのではないからだいじょうぶと
いうものなのだ。ただ，論理的には「奪い合い」の可
能性は否定しつくせないという反論はさらに可能であ
り，とすれば，奪い合いがあってもよいと居直る，そ
して／あるいは現実に生じうる奪い合いは無視できる
ほど軽微であると言うかである。それ以前に，異形に
よる差別であることをどのようにして（証明が求めら
れるとして）証すのか――障害による差別の証明が困
難で，それでADA（障害のあるアメリカ人法）がう
まく機能していないことの報告は，私たちのCOEで
PDをしていた経済学専攻の研究者（坂本徳仁）によっ
てなされている――，そして，どこまでを（そしてど

んな場合に）差別禁止の対象である異形とするか。筆
者は当然そんなことも考えているはずだが，それはそ
のプロジェクトでどこまで議論され，その結果はここ
に生かされているかである。
　他は，例えば査読付雑誌だったらどうだったか，と
思うものが多い。
　第3章「きょうだい――文化と障害」（河村真千子）
は，なるほど（親子の関係と異なり）こんな関係であ
るのか（というか，あることもあるのか）と思わせら
れる点では，まずおもしろくは読める。ただ，「障害
の有無にかかわらず，その人らしい走りが可能となる
支援や施策づくりをしていく。そして，お互いに支援
し合える心の関係が作られることによって，きょうだ
い関係にも真の調和が生まれていくのではないか。」
（pp.125-126）と終わらせようとしたら，たいがい指
導教員は「それでいいの？」と思わず言ってしまうだ
ろうと思う。
　各々の章で大切な問いが問われてはいるのだ。しか
しそれは途中で終わる。あるいは始まるあたりで終わ
る。
　第7章「障害者は「完全な市民」になりえるか？」（星
加良司）。私たちの社会では「互恵的」であれるよう
な人間であることをもって「完全な市民」とされるの
だが，（仕方なく）その条件を免除してもらうという
ことでは「二級市民」にしかなれない。さてどうした
ものか。『障害とは何か――ディスアビリティの社会
理論に向けて』（生活書院，2007）の著者である著者
であれば，このような問いは最初からあったはずであ
り，それに答えようとしてきたはずである。しかしそ
の章は「粘り強い知的探求が求められている。私たち
が取り組まなければならないのは，そうした困難で，
野心的な問いなのである」（p.254）と終わる。
　第6章「知的障害の歴史――イギリスと日本の事例」
（大谷誠・山下麻衣）。もちろん主題は重要な主題で
ある。しかし序章・終章を含めれば13章ある本で，こ
の主題についてそもそも何ごとかを書けるのかと思っ
てしまうわけであって，その予想はそう裏切られない。
「補助学級は低能児学級ではない。［…］特殊的であ
るが特殊ではない。［…］出来る限り普通学級と連絡
を保ちつつ一般児童と共に指導して行こうと願ってい
るものなのである」（p.220に引用）といった言説が
1930年に既に（日本に）あったと――つまりはずっと
人は同じことを言っているのだなと――知ったのは，
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この領域についてはまったくの素人である評者が，本
書から得た多くない一つではあった。
　第8章「ディスアビリティ経験と公／私の区分」（飯
野由里子）。主題の設定はたいへん正当である。オリ
バーがそんなに単純なことをほんとうに言っているの
だろうか――評者は「もと」を確かめていない――と
か，フィンケルシュタインの危惧はもっともだと思う，
などと「障害学」の業界をいくらか知っている人は読
んでいく。そして，フェミニズムが「公／私」の境界
をあらためてあるいは初めて問題にしたのは事実だろ
う。しかしそれはすくなくともそれを学んだ人は聞い
て知っている。それを障害という主題にもってきた時
に何を言うかだ。しかしそれは記されていない。加え
れば，（普通の言葉の用法において）私的な場におけ
る（あるいは置かれる）差別が，日本で（に限らず世
界のどこでも）いくらでも問題されてきたはずだが，
それはどうなのか，とも思う。
　さて以上には，代表で編者の一人である松井（の執
筆したのは序章「社会の中の障害者――なぜ，「障害」
を問い直さなければならないのか？」と第5章「「ふつ
う」の人の国の障害者就労」）を別とすれば，経済学
を専攻する人たちはいないようだ。（編者の川島の専
攻は法学で，担当しているのは第9章「差別禁止法に
おける障害の定義――なぜ社会モデルに基づくべき
か」。そして長瀬の担当は第4章「障害者制度改革の取
組み――日本の障害者制度の課題」。）福島による終章
の前の2章が「経済学と障害学の対話から」（帯）とい
うことになる。
　第10章「障害等級を定めることの困難性」（関口洋
平）。アローの不可能性定理をもってきて「不可能性」
が言われる。それは――周知の人には周知の設定され
ている条件下で――当然である。証明されているのだ
から。そのあと，ドゥオーキンの補償と責任アプロー
チをもってくる。そして「同一責任に対する同一福利」
という公理1と「同一障害に対する同一移転」という
公理2とを立て，この二つの条件・公理を満たすルー
ルが，きわめて特殊で非現実的な仮定を置かない限り，
存在しないと言う。その節は「いずれにしろ，平等な
障害者保障を考えるのは厄介な問題であり，さらなる
規範論的分析が必要とされる」 （p.346）と終わる。例
えばドゥオーキンの方について。詳しい解説はないの
で，なんとも言えないところがあるが，ここでは，責
任の有る無し（多い少ない）は障害の無い有る（少な

い多い）に対応するとされる。それはそういうモデル
設定になっているので，よしとしよう。とすると，同
一障害について，同一の「福利」と「移転」（＝「所
得補償」）とを両立させようとしてもそれは無理だと
いう話ではないか。しかしそれは当たり前のこと，「資
源主義」と「厚生主義」（「福利主義」）とが別れてあ
るということ自体が示していることではないだろう
か。
　第11章「「障害を定義する」ということ」（坂原樹麗・
佐藤崇）。「われわれが［…］示したのは，一言語使用
者としてのわれわれ「一人ひとり」がどのように障害
者や障害を認識しているのか，の理解についての提案
だった。しかし，そこからどのように障害が「社会的
に」認識されるのか，の理解に至るまでにはまだずい
ぶん遠い距離がある。［…］そもそも，考えてみれば，
何かが「社会的に」認識されるとはことなのか，とい
うことすらよくわからないのだから，じつは終着点で
どこなのかもわからない道のりであると言ってよいの
かもしれない。しかし，これは誰かが通らなければな
らない道すじであることは間違いないように筆者たち
には思われるのである。」（pp.379-38）このように終わ
るこの章から，僣越ながら，私はほぼ何も新たに学ぶ
ことがなかった。そしてそれは経済学に存在する問題
に由来するわけでもなんでもない。筆者たちは「障害
なる概念を定義するという「行為」を問うという視点」
（p.379）で論じた（正確には「論じたいと考えた」）
と言うのだが，率直に言うと，自ら（筆者たち）がし
ていることがわかっているだろうかという感想をもっ
た。
　川島の第9章「差別禁止法における障害の定義――
なぜ社会モデルに基づくべきか」――私はその主張の
一部（米国流の定義をよしとする主張の一部）につい
ては全面的には同意しないが，意義ある章だと思った
――への言及がこの章にまったくないわけではない。
けれども，はたしてそこで「対話」のようなことがな
されたのか。私はその痕跡を見出すことができなかっ
た。
　「難しい話」はときに必要である。そういうものが
嫌われる傾向があるとするなら，私はそれは残念なこ
とであると思う。そしてその残念なことは「現場」に
近いところに多く現われることなのかもしれない。ま
た逆に，それが「学」を称したりするようになると，
たいした理論でもない理論をたてまつったりすること
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があってしまうこともあったりして，それもまた残念
に思うことがある。何を言うのかが自分でわかること，
そのために何をどう使うかがわかるためには，学問的
なものであろうがなかろうが，勉強しないといけない
というあたり前のことだ。そして異なるものの間の対
話も必要で有意義なことはあるだろう。ただそのため
には，あるいは――話しあえばうまくいくなどと私は

まったく思っていないので――だめであることがわか
るためにも，まず論と論をつきあわせてみる必要があ
る。障害に関係することなら，障害学の「もと」になっ
たもの，なっているものについて，謙虚に知ることか
らがもっとなされたらよかったのに，と思う。

（たていわ・しんや　立命館大学大学院教授）


